
社会保険診療報酬支払基金沖縄支部

資格関係誤りレセプトの未然防止について（お願い）

　平素は、支払基金の業務運営につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

　さて、資格関係誤りレセプトの未然防止につきましては、保険医療機関等並びに保険者等関係方

面のご理解とご協力をいただき資格関係誤りレセプト件数の減少にご尽力をいただいているところ

であります。今般、平成２５年１月～６月取扱分を取りまとめましたところ、下表のとおり「記号・

番号の誤り」と「資格喪失後の受診」の合計で資格関係誤り全体の５３％を占めている状況であり番号の誤り」と「資格喪失後の受診」の合計で資格関係誤り全体の５３％を占めている状況であり

ます。　

　つきましては、次の事項にご留意いただき、引き続き資格関係誤りレセプトの未然防止にご協力

をお願い申し上げます。

保険医療機関（薬局）の皆様へ

　　　○　資格関係の有無は必ず被保険者証での確認をお願いします。

　　　○　被保険者証からの入力誤りがないよう配意願います。

保険医療機関（薬局）の皆様へ

沖縄支部における資格関係誤り理由別発生状況
（平成２５年１月～平成２５年６月取扱分）

沖縄支部における資格関係誤り理由別発生状況
（平成２５年１月～平成２５年６月取扱分）

認定外家族
441件（4.0％）

記号・番号の誤り

その他
1,576件（13.7％）

記号・番号の誤り
3,551件（31.0％）

本人・家族の誤り
1,021件（9.0％）

重複請求
945件（8.2％）

1,576件（13.7％）

該当者なし
 1,372件（12％）

1,021件（9.0％）

資格喪失後の受診
2,567件（22.0％）

＊　その他とは、患者名誤り、保険者番号と記号の不一致、旧証によるもの、給付対象外疾病
（業務上、適用外）、国保該当などである。


